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町 か ら のお 知 ら せ町 か ら のお 知 ら せ

あやめホール案内図

第
20
回
福
島
県
知
事
選
挙

投
票
日
は
10
月
26
日
㈰

か
が
み
い
し

　
　
　
　
ふ
る
さ
と
祭
り

　

第
20
回
福
島
県
知
事
選
挙
の
投

票
日
は
10
月
26
日
㈰
で
す
。

　

こ
の
選
挙
は
明
る
く
住
み
よ
い

福
島
県
を
築
く
た
め
の
代
表
者
を

選
ぶ
大
切
な
選
挙
で
す
。
当
日
に

投
票
で
き
な
い
方
は
期
日
前
投
票

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
棄
権
し

な
い
で
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

【
投
票
で
き
る
方
は
】

　

鏡
石
町
で
投
票
で
き
る
方
は
、

平
成
６
年
10
月
27
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方
で
、
平
成
26
年
７
月
８
日

ま
で
に
転
入
届
を
提
出
し
、
引
き

続
き
鏡
石
町
に
３
か
月
以
上
住
ん

で
い
る
方
で
す
。
ま
た
、
公
民
権

が
停
止
に
な
っ
て
い
る
方
は
投
票

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
３
か
月
の
間
に
福
島
県
内
で
住

所
を
異
動
し
た
方
に
つ
い
て
は
、

１
回
の
住
所
異
動
で
あ
れ
ば
、
投

票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

場
合
、
市
町
村
が
発
行
す
る
証
明

書
︵
無
料
︶
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
期
日
前
投
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
】

　

投
票
日
に
用
事
が
あ
っ
て
投
票

所
に
行
け
な
い
方
は
期
日
前
投
票

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
病
院
に
入
院
ま
た
は
老

人
ホ
ー
ム
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方

や
体
が
不
自
由
で
当
日
投
票
所
ま

で
来
る
こ
と
の
で
き
な
い
方
の
た

め
に
不
在
者
投
票
制
度
や
郵
便
に

よ
る
投
票
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
期
日
前
投
票
所
】

⃝
投
票
期
間

　

10
月
10
日
㈮
～
10
月
25
日
㈯

⃝
投
票
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

⃝
投
票
所　

役
場
第
２
会
議
室
︵
１
階
東
側
︶

給付金対象者診断チャート

い
い
え

い
い
え

い
い
え

い
い
え

いいえ

はい

はい はい

はい

はい

はい

生活保護を受け
ていますか？

対象ではありま
せん。

子育て世帯臨時
特例給付金の対
象者となる可能
性があります。

臨時福祉給付金
の支給対象とな
る可能性があり
ます。（加算金
を含む1万５千
円）

平成25年中の所
得は所得制限限
額以上ですか？

平 成 2 6 年 １ 月
分の児童手当を
受給しています
か？

平成26年度町県
民税は課税され
ていますか？

平成26年度町県
民税が課税されて
い る 方 の 扶 養 に
入っていますか？

対象ではありま
せん。

加算対象の基礎
年金・児童扶養
手当等を受給し
ていますか？

臨時福祉給付金
の対象となる可
能 性 が あ り ま
す。（１万円）

臨時福祉

臨時福祉

子育て世帯

給付金の申請期限
●臨時福祉給付金：平成 26年 10月 14日㈫

●子育て世帯臨時特例給付金：平成 26年 10月 22日㈬　　

《START》

●臨時福祉給付金
≪対象者≫
　平成 26 年１月１日現在で鏡石町に住所を有しており、町県民税が課税されていない方。ただし、町県民税
が課税されている方の扶養になっている場合や、生活保護制度の被保護者となっているなどの場合は対象外で
す。
≪給付金額≫
　対象者１人につき 10,000 円。加算措置対象者は 5,000 円の増額。加算措置対象者とは、老齢基礎年金・障
　害基礎年金・遺族基礎年金等の受給者、児童扶養手当・特別障害者手当等の受給者のことです。

●子育て世帯臨時特例給付金
≪対象者≫
　平成 26 年１月１日現在で鏡石町に住所を有しており、平成 26 年１月分の児童手当受給者の中で平成 25 年
　中の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方。
≪給付金額≫
　対象児童１人につき 10,000 円。

≪その他≫
　児童が臨時福祉給付金対象の場合、臨時福祉給付金が優先されます。

　申請はお済みですか？
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

７月中旬から「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」の対象となると思われる方に「申請書」を郵
送しています。

申請書が届いた方でまだ申請がお済みでない方は、下記チャートで支給対象か確認し、申請期限までに健康福
祉課へ申請してください。
●問い合わせ先　健康福祉課　☎ 62︲2115

　
建
築
物
の
建
築
に
は

　
　
確
認
申
請
が
必
要
で
す

　
建
築
基
準
法
や
都
市
計
画
法
の

認
識
不
足
に
よ
り
、
違
反
建
築
と

な
っ
て
し
ま
う
事
例
が
多
く
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
。
住
宅
の
増
築
や

建
物
の
用
途
の
変
更
の
際
に
は
事

前
に
相
談
を
行
い
、
安
全
で
安
心

な
住
環
境
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

Ｑ
１　
確
認
申
請
と
は
？

Ａ
１　
建
築
主
は
、
建
築
物
を
建

築
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
工
事
の

着
手
前
に
、
建
築
基
準
関
係
規
定

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
確
認
の
申
請
書
を
提
出

し
、
建
築
確
認
済
証
の
交
付
を
受

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
２　
建
築
物
っ
て
な
に
？

Ａ
２　
建
築
基
準
法
で
は
屋
根
が

あ
り
、
柱
ま
た
は
壁
が
あ
る
も
の

が
建
築
物
に
な
り
ま
す
。
屋
根
付

き
の
テ
ラ
ス
や
カ
ー
ポ
ー
ト
も
屋

根
と
柱
が
あ
る
の
で
建
築
物
と
な

り
ま
す
。

Ｑ
２　
自
宅
を
増
築
す
る
の
に
確

認
申
請
は
必
要
で
す
か
？

Ａ
２　
増
築
面
積
が
10
㎡
を
超
え

る
場
合
は
確
認
申
請
が
必
要
で

す
。
な
お
、
10
㎡
以
内
の
増
築
の

場
合
に
は
、
確
認
申
請
は
不
要
で

す
が
、
建
築
基
準
法
で
定
め
ら
れ

た
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

Ｑ
３　
ユ
ニ
ッ
ト
物
置
、
プ
レ
ハ

ブ
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
等
を
置
き
た

い
の
で
す
が
？

Ａ
３　
物
置
な
ど
と
し
て
利
用
す

れ
ば
基
礎
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

建
築
物
と
な
り
、
確
認
申
請
が
必

要
で
す
。

Ｑ
４　
農
業
用
倉
庫
を
事
務
所
や

工
場
と
し
て
利
用
し
た
い
の
で
す

が
？

Ａ
４　
鏡
石
町
は
都
市
計
画
法
に

よ
り
、
地
域
に
よ
っ
て
建
築
物
の

用
途
を
定
め
、
ま
と
ま
り
の
あ
る

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
地
域
に
よ
っ
て
は
農
業
用
倉

庫
で
の
使
用
は
可
能
で
も
、
事
務

所
・
工
場
と
し
て
の
使
用
が
で
き

な
い
地
域
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事

前
に
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
５　
違
反
建
築
に
な
る
と
ど
う

な
る
の
？

Ａ
５　
違
反
建
築
は
県
の
命
令
に

よ
り
、
工
事
の
停
止
や
使
用
の
禁

止
・
建
物
の
除
却
、
さ
ら
に
県
の

命
令
に
従
わ
な
い
者
に
対
し
て
は

懲
役
ま
た
は
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

都
市
建
設
課　

☎
62
︲
２
１
１
６

【
投
票
所
が
変
更
に
な
り
ま
す
】

　

第
一
投
票
所
が
次
の
と
お
り
変

更
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

●
変
更
前　
第
一
小
学
校
体
育
館

●
変
更
後　
第
一
小
学
校
あ
や
め

ホ
ー
ル
︵
小
学
校
校
舎
内
︶

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
選
挙
管
理
委
員
会

☎
62
︲
２
１
１
１

投票所一覧
第一投票区 第一小学校あやめホール

第二投票区 笠 石 防 災 セ ン タ ー

第三投票区 久 来 石 転 作 セ ン タ ー

第四投票区 鏡 田 転 作 セ ン タ ー

第五投票区 成 田 保 健 セ ン タ ー

第六投票区 豊郷構造改善センター

第七投票区 仁 井 田 多 目 的 集 会 所

第八投票区 旭町コミュニティーセンター

第九投票区 高 久 田 多 目 的 集 会 所


